
御社のカーボンニュートラル 手伝います。

• 社会的に脱炭素化の取組が進む中、環境に配慮した活動に関心は
ありませんか？

• 御社が使用する電気を再生可能エネルギー由来の電気として取り
扱うことで、実質的なCO2排出量削減に取り組むことができます。

• 島根県では、西部県営工業団地を新たに購入される企業様を対象
に、この取組を支援するための事業を期間限定で実施しますので、
是非ご活用ください！

”非化石証書” をご存知でしょうか？
これは、再生可能エネルギーなどの非化石電源から

生成した電気の環境価値を証書化したものです。
証書を購入することで、購入見合いの使用電力を

実質的にCO2を排出しない電気として取り扱うことが
できます。

ココがポイント※上記写真は企業局発電所の一例



御社の電気に再エネ発電所由来の証書を活用する事業

～島根県によるＦＩＴ非化石証書の代理購入・購入費支援～

１．事業目的

☹ 社会的に脱炭素化の取組が進む中、企業にも環境に配慮した活動が求められて
います。

☺ 本事業により、企業がCO2排出量を削減する取組を支援します。

２．事業内容

①島根県企業局発電所(水力・太陽光)由来のFIT非化石証書(環境価値)を、
同局が代理購入し、同局発電所をPRすることを条件に、企業へ原価で引き渡し
ます。※証書は、入札による購入のため、取得を必ず保証するものではありません。※RE100技術要件を満たすものとしての指定はできません。

②企業の費用負担に対して、島根県が補助(10/10)します。
※年間120万円が補助上限です。消費税分は補助対象外です。

【企業のメリット】

☺低コストで、企業活動に伴う電力消費により生じるCO2排出量を削減

└通常は電気料金に上乗せされる環境価値分のコスト負担を軽減

☺ 地域の発電所を活用することで、住民に対する企業のイメージアップ

  【事業スキーム】

３．詳細はこちら

ホームページ：

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/

enterprise/richi/takuchi_jigyo/shosho_dairikonyu.html

お問い合わせ先：

代理購入に関すること：島根県企業局経営課 TEL:0852-22-6641

購入費支援に関すること：島根県商工労働部企業立地課TEL:0852-22-5295

対象者
令和8年度から令和12年度までに、西部県営工業団地
（江津地域拠点工業団地or石見臨空ファクトリーパーク）
を1,000㎡以上購入する企業

事業期間 購入した土地の利用開始から8年間

証書使途 西部県営工業団地内で使用する電力に対するものに限定

証書価格
最低0.401円/kWh（税抜）※R8.4月現在

※証書最低単価0.4円/kWhに非化石価値取引売買手数料0.001円/kWhを加えた額

⇒補助後の負担は0円/kWh

西部県営工業団地 購入企業様 限定

「地域の発電所を由来とする環境価値により
CO2削減を行っています。」(PR)
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